
　

四
月
十
五
日
（
木
）
開
催
の

「
経
営
者
の
た
め
の
デ
フ
レ
時

代
の
決
算
対
策
」（
井
上
得
四
郎

税
理
士
）
の
中
で
も
紹
介
の
あ

っ
た
「
保
険
の
王
様
」
逓
増
定

期
保
険
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

　

主
な
特
長
は
、

①
一
定
期
間
経
過
後
は
ど
ん
ど

　

ん
保
障
が
複
利
で
逓
増
し
ま

　

す
〝最
高
額
五
億
円〟

②
法
人
契
約
で
保
険
料
の
全
額

　

が
損
金
計
上
。

③
キ
ャ
ッ
シ
ュ
バ
リ
ュ
ー
（
払

　

戻
金
）
を
企
業
の
自
由
な
資

　

金
と
し
て
ご
活
用
頂
け
ま
す
。

　

〝
勿
論　

経
営
者
の
退
職
金

　

と
し
て
も
Ｏ
Ｋ〟

④
払
済
保
険
へ
の
変
更
も
可
能

　

で
す
。

⑤
保
障
は
そ
の
ま
ま
で
契
約
者

　

貸
付
制
度
で
不
意
の
資
金
ニ

　

ー
ズ
に
対
応
し
ま
す
。

⑥
ガ
ン
で
の
死
亡
時
は
死
亡
保

　

険
金
に
加
え
て
四
十
％
（
ガ

　

ン
死
亡
保
険
金
）
の
上
乗
せ

　

で
お
支
払
い
。

　

労
働
保
険
と
は
労
働
者
災
害

補
償
保
険
（
一
般
に
「
労
災
保

険
」
と
い
い
ま
す
）
と
雇
用
保

険
と
を
総
称
し
た
言
葉
で
あ
り
、

保
険
給
付
は
両
保
険
制
度
で
別

個
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
保

険
料
の
徴
収
等
に
つ
い
て
は
両

保
険
と
も
労
働
保
険
と
し
て
、

原
則
的
に
一
体
の
も
の
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
保
険
は
政
府
が
管
理
・

運
営
し
て
い
る
強
制
的
な
保
険

で
す
の
で
、
労
働
者
を
一
人
で

も
雇
っ
て
い
れ
ば
、
そ
の
事
業

主
は
加
入
手
続
を
行
い
、
労
働

保
険
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

当
所
で
は
、
事
業
主
の
委
託

を
受
け
て
、
政
府
の
許
可
団
体

で
あ
る
労
働
保
険
事
務
組
合
の

組
織
の
も
と
で
事
務
を
代
行
し

て
い
ま
す
。

【
委
託
で
き
る
事
業
主
】

　

常
時
使
用
者
労
働
者
が
、
金

融
・
保
険
・
不
動
産
・
小
売
業

は
五
〇
人
、
サ
ー
ビ
ス
・
卸
売

業
は
一
〇
〇
人
、
そ
の
他
の
事

業
は
三
〇
〇
人
以
下
の
事
業
主

【
委
託
で
き
る
事
務
の
範
囲
】

①
概
算
・
確
定
保
険
料
な
ど
の

　

申
告
・
納
付
に
関
す
る
事
務
。

②
保
険
関
係
成
立
届
・
雇
用
保

　

険
事
業
所
設
置
届
等
の
提
出

　

等
に
関
す
る
事
務
。

③
労
災
保
険
の
特
別
加
入
の
申

　

請
等
に
関
す
る
事
務
。

④
雇
用
保
険
の
被
保
険
者
に
関

　

す
る
届
出
等
の
事
務
。

⑤
そ
の
他
労
働
保
険
に
つ
い
て

　

の
申
請
、
届
出
、
報
告
に
関

　

す
る
事
務
。

※
印
紙
保
険
料
に
関
す
る
事

務
、
労
災
・
雇
用
保
険
の
納
付

に
関
す
る
請
求
事
務
等
は
、
事

務
組
合
が
行
う
こ
と
の
で
き
る

事
務
範
囲
か
ら
除
か
れ
て
い
ま

す
。

【
事
務
委
託
の
特
典
】

①
事
務
手
続
き
が
軽
減
さ
れ
事

　

業
に
専
念
で
き
る
。

②
保
険
料
の
額
に
か
か
わ
ら
ず

　

三
回
に
分
割
納
付
で
き
る
。

③
事
業
主
・
家
族
従
事
者
等
も
、

　

労
災
保
険
に
特
別
加
入
す
る

　

こ
と
が
で
き
る
。

　

委
託
手
続
き
・
詳
細
に
つ
い

て
は
当
所
ま
で
お
気
軽
に
お
問

い
合
わ
せ
下
さ
い
。　

（
阿
部
）

　

小
規
模
企
業
共
済
制
度
と
は
、

小
規
模
企
業
の
個
人
事
業
主
又

は
会
社
等
の
役
員
の
方
が
廃
業

や
退
職
さ
れ
た
場
合
、
そ
の
後

の
生
活
の
安
定
あ
る
い
は
事
業

の
再
建
な
ど
の
た
め
の
資
金
を

予
め
準
備
し
て
お
く
共
済
制
度

で
、
い
わ
ば
事
業
主
の
退
職
金

制
度
と
い
え
る
も
の
で
す
。

Ⅰ　

制
度
の
特
色

①
掛
金
は
全
額
所
得
控
除

②
共
済
金
は
一
時
・
分
割
払
又

　

は
一
時
と
分
割
払
の
併
用

③
共
済
金
は
退
職
所
得
扱
い
又

　

は
公
的
年
金
の
雑
所
得
扱
い

④
貸
付
制
度

Ⅱ　

加
入
資
格
と
掛
金

◎
加
入
で
き
る
方

①
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が

　

二
十
人
以
下
（
商
業
・
サ
ー

　

ビ
ス
業
は
五
人
以
下
）
の
個

　

人
事
業
主
及
び
会
社
役
員

②
事
業
に
従
事
す
る
組
合
員
数

　

が
二
十
人
以
下
の
企
業
組
合

　

の
役
員

③
常
時
使
用
す
る
従
業
員
数
が

　

二
十
人
以
下
の
協
業
組
合
の

　

役
員

◎
毎
月
の
掛
金

①
毎
月
の
掛
金
は
、
千
円
～
七

　

万
円
（
五
百
円
刻
み
）
で
加

　

入
後
増
額
で
き
ま
す
。
減
額

　

す
る
場
合
は
、
一
定
の
用
件

　

が
必
要
で
す
。

②
掛
金
は
、
加
入
さ
れ
た
方
ご

　

自
身
の
預
金
口
座
振
替
で
納

　

日
本
商
工
会
議
所
が
ま
と
め

た
四
月
早
期
景
気
観
測
調
査
に

よ
る
と
、
全
産
業
合
計
の
業
況

Ｄ
Ｉ
（
前
年
同
月
比
ベ
ー
ス
）

は
、
前
月
水
準
よ
り
マ
イ
ナ
ス

幅
が
三
・
四
縮
小
し
て
▲
二
六

・
八
と
な
り
、
四
カ
月
連
続
で

マ
イ
ナ
ス
幅
が
縮
小
し
、
平
成

九
年
四
月
以
来
、
七
年
ぶ
り
に

マ
イ
ナ
ス
二
〇
台
と
な
っ
た
。

　

業
種
別
の
業
況
Ｄ
Ｉ
は
、
全

業
種
で
マ
イ
ナ
ス
幅
が
縮
小
し

た
。
中
小
企
業
の
足
元
の
景
況

停
滞
感
は
薄
れ
て
き
て
は
い
る

も
の
の
、
依
然
Ｄ
Ｉ
値
は
低
水

準
で
、
業
種
間
・
企
業
間
の
格

差
も
大
き
い
。
景
気
の
先
行
き

に
つ
い
て
も
、
回
復
に
期
待
す

る
と
の
声
の
一
方
、
依
然
と
し

て
消
費
の
低
迷
や
、
公
共
事
業

の
縮
小
・
素
材
価
格
の
高
騰
に

よ
る
仕
入
コ
ス
ト
の
上
昇
な
ど

の
不
安
材
料
を
懸
念
す
る
声
が

寄
せ
ら
れ
て
い
る
。

情
報
提
供
‥
日
本
商
工
会
議
所

　
　
　
　
　
　
　
　

（
仲
江
川
）

ＬＯＢＯ
日 商

４ 月
　中小企業者の日常発生する経営上の問題

点にお答えします。

●日時　６月10日（木）午後１時～午後４時
●内容　不良債権の回収（売掛金回収、

　　　　不渡手形の処理）不動産取引の

　　　　トラブル、契約のトラブル等

〔相談員〕弁理士

斎藤美晴氏

●日時　６月18日（金）午前９時30分～正午
●内容　特許発明・実用新案・意匠・商標等の

　　　　相談

　　　　　－お気軽にご相談ください－

※両相談とも事前に申し込み、予約を取っ

てください。お問い合わせは、当所まで。

〔相談員〕弁護士

竹本裕美氏

マルケイ資金を利用しませんか!!
無担保・無保証人

詳しくは、当所経営支援課（　22－5511）まで

金利 1.4％
（平成16年５月17日現在）1000万円まで 融資

5

６
月
28
日　
　

一
日
な
ん
で
も
相
談
会
及
び
一
日
公
庫
開
催　

※
詳
し
く
は
、
折
込
チ
ラ
シ
を
ご
覧
下
さ
い
。

（木）

平
成
16
年
度
融
資
の
案
内
完
成　

※
詳
し
く
は
、
当
所
経
営
支
援
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

　

付
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。（
半

　

年
払
、
年
払
も
で
き
ま
す
。
）

　

お
問
合
せ
は
、
当
所
中
小
企

業
相
談
所
ま
で
（
5

二
二
―
五

五
一
一
）　
　
　
　
　

（
阿
部
）
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